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災害により被害を受けられた方への確定申告説明会を開催いたします。

災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「災害減免法に定める税金の軽

減免除」による方法、「所得税法」に定める雑損控除の方法のどちらか有利な方法を選ぶことに

よって、所得税の一部または全部を軽減することができます。

詳細につきましては、新宮税務署に直接問合せいただくか、説明会、または災害関連確定申告

会場へ起こしください。

≪問い合わせ先≫

新宮税務署

℡ ０７３５‐２２‐５３０４

【財政課】

災害により被害を受けられた方の
確定申告に関するお知らせ
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《災害により被害を受けられた方の確定申告説明会》

平成23年12月21日（水）　14：00～15：30

※上記説明会では申告書の受付は行っておりません。

古 座 川 町 中 央 公 民 館
日　時
会　場

《災害関連確定申告会場》

平成2４年１月23日（月）～１月24日（火）
9：30～12：15　　13：00～15：00
古 座 川 町 中 央 公 民 館

日　時

会　場
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火振り漁をする東功さんご夫婦豪雨により増水した古座川（明神）
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